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文化審議会著作権分科会「法制問題小委員会」
の検討状況について

１．検討事項（平成１５年７月３１日に法制問題小委員会で決定）

○著作権法の単純化（ 契約」に関する規定の見直し等）「

○保護期間について（無名・変名・団体名義の著作物の保護期間の在り方、保
護期間そのものに関する考え方）

○「アクセス権」の創設又は実質的保護

○関係者間で協議中の事項（権利の強化、権利制限規定の拡大・縮小等）

○各省庁の著作権法改正要望

２ 「法制問題小委員会」委員名簿．

石 井 亮 平 日本放送協会マルチメディア局著作権センター担当部長
入 江 観 (社)日本美術家連盟理事
上 原 伸 一 (社)日本民間放送連盟著作権委員会著作権専門部会法制部会

主査
岡 村 豊 玉川大学教授
金 原 優 (社)日本書籍出版協会副理事長
上 出 卓 (社)日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター参与
児 玉 昭 義 (社)日本映像ソフト協会専務理事・事務局長
後 藤 幸 一 (協)日本映画監督協会渉外委員会委員長
菅 原 瑞 夫 (社)日本音楽著作権協会副本部長
瀬 尾 太 一 (社)日本写真家協会著作権委員会委員、日本写真著作権協会

常務理事
常世田 良 (社)日本図書館協会常務理事(15.9.25～ )
(大 澤 正 雄 (社)日本図書館協会理事( ～15.9.24))
土 肥 一 史 一橋大学教授
中 山 信 弘 東京大学教授主 査

野 村 豊 弘 (学)学習院常務理事
生 野 秀 年 (社)日本レコード協会常務理事
福 田 慶 治 (社)日本映画製作者連盟常務理事・事務局長
松 田 政 行 弁護士・弁理士
三 田 誠 広 (社)日本文芸家協会常務理事・知的所有権委員会委員長
村 上 重 美 (社)日本新聞協会専務理事・事務局長
山 地 克 郎 (社)電子情報技術産業協会法務・知的財産権総合委員会委員長

（計２０名）
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３．小委員会の開催状況

○第1回 平成１５年６月１２日（木）
・主査の選任について
・法制問題小委員会の概要について
・著作権法制に関わる動向について

○第２回 平成１５年７月３１日（木）
・法制問題小委員会審議事項（案）について
・関係者間で協議中の事項の協議状況について

○第３回 平成１５年８月２７日（水）
・著作権法の単純化について
・ 書籍・雑誌等の貸与」に係る暫定措置の廃止について「

○第４回 平成１５年９月２５日（木）
・保護期間について
・ 輸入権」の創設について「

○第５回 平成１５年１０月８日（水）
・ アクセス権」の創設又は実質的保護「
・各省庁の著作権法改正要望について

４．主な意見の概要

(1)著作権法の単純化（ 契約」に関する見直し）について「
①第６１条第２項（ 著作権のすべてを譲渡する」という契約では 「翻訳権・「 、
翻案権等」と「二次的著作物の利用に関する権利」は譲渡されていないと推定す
る規定）の廃止

（積極意見）
、 、・ 契約で個々の権利の譲渡を明記しない限り 権利が譲渡されないという規定は

著作権法を相当に読み込んでいないと分からないような規定であり、単純化の観
点から廃止すべき。

（慎重意見）
・ 権利の譲渡について、著作権者に一考を促すという意味で慎重に検討すべき。

②第１５条（雇用契約等に著作権に関する規定がない場合には、従業員の著作物
について、一定の条件のもとに「雇用者」を「著作者」とする規定）の廃止

（慎重意見）
・ 法人著作の規定を廃止することにより、企業等の法人は従業員等と個々に契約
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をしなければならなくなり、また、契約の内容如何によっては、無効と判断され
ることもあるので、法人の活動に支障をきたす恐れがあるため、慎重に検討すべ
き。

・ 法人著作の規定を廃止して、個々の契約に委ねることは、一見、従業員に有利
になるように見えるが、実際上は、雇用関係等で従業員に不利な契約になること
が予想されるので、企業、従業員双方が納得できる契約ルールを構築する必要が
ある。

・ 契約によって 「財産権」は移転できるが 「人格権」を移転できないため、、 、
、 。法人著作の規定の廃止によって 企業活動が成り立たなくなるという懸念がある

・ 法人著作の規定を廃止することは、かえって著作権法の適用関係が複雑になる
ので、著作権法の単純化という観点だけで検討すべきでない。

③第４４条（放送の許諾を得た著作物について、放送事業者がこれを一時的に録
音・録画することができることとする規定）の廃止
第９３条（放送の許諾を得た実演について、放送事業者がこれを録音・録画す

ることができることとする規定）の廃止

（積極意見）
・ 放送番組の再利用を円滑に行うためにも、放送の許諾の段階で録音録画の許
諾を得ておくべきであり、第４４条、第９３条の規定は廃止すべき。

（慎重意見）
・ 第４４条、第９３条を廃止すると、録音録画権と放送権の双方の契約交渉を
行わなければならず、現場に混乱を招いたり、現実的に許諾を得られない場合
も出てくるので、慎重に検討すべき。

・ 「視聴覚的実演に関する新条約」が採択されない中で、第９３条を廃止する
ことは、二次利用がされるときに、実演家の権利の実質的切り下げになるので
はないか。

(2)保護期間について（無名・変名、団体名義の著作物の保護期間の在り方、一般の
著作物等、保護期間そのものの考え方）
（積極意見）
・ インターネット環境の充実により、国際的に保護期間を平準化する必要があ
るので、国際的スタンダードである「７０年」に合わせるべき。

（慎重意見）
・ 欧米諸国が保護期間を延長した理由を仔細に検討すべき。数字だけを根拠に
平準化すべきでない。

・ 今後経済的分析を踏まえた長期的な検討が必要。

(3)「アクセス権」の創設又は実質的保護について
（積極意見）
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・ 放送新条約において、暗号化された放送の保護について検討がされてきてお
り、放送新条約の検討に合わせて積極的に議論すべき。

・ インターネット上のデジタル媒体のものについては、技術的にアクセスをコ
ントロールすることが可能になってきていることから、アクセス・コントロー
ルを回避する行為に対して権利保護を与える必要がある。

（慎重意見）
・ 「アクセス権 「暗号解除権 「技術的保護手段の回避行為」の３つの方策が」 」
あるが、それぞれ区別して議論すべきである 「アクセス権」については、著。
作権の根本的な考え方、憲法上の「知る権利」にも影響する大きな問題である
ので、慎重に議論すべき。

・ 人間の自然的な行為である知覚をコントロールすることは著作権には馴染ま
ない。

(4)関係者間で協議中の事項について
①「書籍・雑誌等の貸与」に係る暫定措置の廃止について

金原委員より 「書籍・雑誌等の貸与」に係る暫定措置の廃止に関する協、
議状況等について、説明が行われ、次のような意見があった。

（積極意見）
・ コミック文化が成熟する中、書籍・雑誌だけが貸与権が与えられていないの
は、不合理である。

・ 昭和５９年の附則４条の２の創設時とは大きく環境が変化し、現在はレンタ
ルコミック店の出現による著作者への経済的影響は大きいため、附則４条の２
は削除すべき。

・ 許諾システムの見込みがたち、関係者間の協議も進捗しているというのであ
れば、附則４条の２は削除すべき。

②「輸入権」の創設について
生野委員より 「輸入権」の創設に関する協議状況等について、説明が行、

われ、次のような意見があった。
（積極意見）
・ 知財立国として、日本の音楽の海外市場の進出をしやすい環境を整備するた
めにも「輸入権」は必要。

・ 韓国における日本文化の開放等、近隣諸国における日本のレコードの需要が
一層高まることが予想されるが、他方で安価なレコードが日本に還流される
ことで権利者の利益に支障をきたすため 「輸入権」を創設して保護すべき。、

（慎重意見）
・ ライセンス契約によりレコードの還流を防ぐことができるのではないか。
・ 「輸入権」を商業用レコードだけに限定すべきなのか、他の分野でも必要な
ものはないのか検討が必要。

・ 経済法的な観点からの検討も必要。
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(5)各省庁の著作権法改正要望について
各省庁の著作権法改正要望について、事務局から報告が行われた後、各小委

員会で議論されていない「生番組の著作物性を明定」や「障害者・高齢者の著
」 、 。作物の利用に関する利用制限規定の新設 について 次のような意見があった

①生番組の著作物性の明定
（積極意見）
・ 生番組が著作物ではないのではないかという解釈もあり、生番組に著作物性
があることを明確にすべき。

（慎重意見）
・ 生番組に著作物性があれば、そもそも著作物の定義で保護されるのであり、
わざわざ明定する必然性がない。

②障害者・高齢者の著作物の利用に関する利用制限規定の新設
（慎重意見）
・ 非常に範囲の広い権利制限の規定は、曖昧で、権利者にとって死活問題であ
り反対。

・ 障害者・高齢者の定義付けが難しく、対象を特定できないため、障害者・
高齢者に対する一般的な権利制限規定を設けるべきでない。

（その他）
・ 公共図書館における貸出用の録音図書の作成は、視覚障害者等の経済的自立
を促す意味でも非常に重要なことである。

・ 実質的に利用対象者を限定することは困難なので、公共図書館ですべてのも
のを無許諾で貸出用の録音図書を作成できるようにすることは、著作者として
は賛成することはできない。

５．今後の検討予定について

第６回 平成１５年１１月１４日（金）
・関係者間の協議事項について（審議）

第７回 平成１５年１１月２８日（金）
・審議経過の概要（案）について

第８回 平成１５年１２月 ３日（水）
・審議経過の概要（案）について


